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『みやぎ木構造（ＣＬＴ等）建築現場実務者研修』の実施について 

 
 当協議会の運営につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さてこの度，東北ボーリング㈱ならびに㈲ササキ設計ほか工事関係者さまの御協力により，下記のとお

り，ＣＬＴ建築に係る技術者の養成研修を実施することとなりました。 
つきましては，別紙様式によりお申し込みいただきますよう御案内致します。 
なお，申込は先着順（※応募理由の記載がない申込は無効）とし，定員になり次第締切となります。 
 

記 

■ 『東北ボーリング株式会社新社屋』における木工事（CLT建て方等）施工技術の研修 
                             主催：宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会 
 
１ 研修期間  のべ４日～５日程度（時間は各日 9:00～16:00を予定） 
（初回）令和４年８月３０日（火）。以降，工事の進捗に合わせて設定し，後日通知します。 

※以降の日程は未確定ですが，原則として全日程に参加できることが修了の条件です。 
第 2回：9月中～下旬、第 3回：10月中～下旬、第 4回：11月中～下旬 
第 5回：2023年 1月下旬(建物完成時)を見込んでおります。 

 
 
２ 研修場所  施設建設現場(仙台市若林区六丁の目)、石巻市内（初回のみ予定）ほか 
 
 
３ 募集職種  建設工事の現場代理人又は工事監理（建築士）担当者 

及びその方面での活躍（資格取得）が見込まれる方 
４ 研修内容 
①（初回）日程・現場研修概要説明，ＣＬＴパネルの製造・加工，構造設計概要の説明 
 
②（２回目以降）現場での建て方研修（１作業日×４回程度） 

実際に現場所長，木工事担当者と行動を共にし，CLT 建て方技術や現場への指導方法を学ぶ。 
 
 
５ 定  員  ５名程度（協議会員単位）※定員になり次第締切（8月 17日までにお願いします） 
 
 
６ 特記事項 
 ① 新型コロナウイルス感染症対策について，各現場での指示(マスク着用・消毒・検温等)に従っ

てください。感染拡大の状況により，日程の大幅な変更・中止の可能性があります。 
② 工事現場での研修となります。研修生は服装（ヘルメット・作業服），防寒・熱中症対策は各

自万全を期してください。現場での災害保険は協議会が加入します。 
③ 研修現場では，始・終業時間等全ての内容について，講師（現場所長等）の指示に従ってくだ

さい。独断での行動は一切行わないでください。 
 ④ 自社の現場ではありません。工事に関して気付いた点等は所長へ問い合わせることとし，作

業員等への指示（助言），作業の手伝いは控えてください。※保険適用外となります。 
 ⑤ 研修中は，講師の了解を得て研修状況写真等を撮影し，別添研修実施要領に従い「報告書」を

作成してください。また，協議会主催の成果報告会等で報告していただく場合があります。 
 ⑥ 研修受講者は，その他要件等に従い手続きを行うことにより，協議会の【技術者認定】を取得

することが出来ます。 

 宮城県 CLT 等普及推進協議会 事務局 荒・小松・日野 
住所：〒980-0011 仙台市青葉区上杉二丁目 4 番 46 号 

電話：022-225-5991 Fax：022-225-5994  

Email：jimukyoku01@miyagi-clt.com   



みやぎ『木構造』現場技術者育成・認定制度

技術者育成・認定の体系

技能者
の名称

みやぎ木構造設計・工事監理者
（Wood マネージャー）

みやぎ木構造現場管理者
（Wood リーダー）

認
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【①，②のどちらかと③の要件を満たす者】

①CLTを部材として使用した建築物の設
計・工事監理の経験があること

②協議会主催のCLT勉強会等を受講して
いること

③直近3年以内に，複数の木構造（軸組，
枠組壁，大断面集成材，トラス等）建築の
設計・工事監理の経験があること

【①，②のどちらかと③の要件を満たす者】

①CLTを建築部材として使用した建築現
場の現場代理人の経験があること

②協議会主催のCLT現場研修会等を受講
していること

③直近3年以内に，複数の木構造（軸組，
枠組壁，大断面集成材，トラス等）現場の
現場代理人の経験があること
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認定技能者共通

・認定書の交付 ・協議会ホームページの技術者名簿に掲載し，需要者にPR

技術者を雇用する
協議会員

公共施設需要者
（国，県，市町村等）

一般需要者

・宮城県CLT等普及推進協議
会に寄せられる建築需要情報
を優先的に提供

・公共事業入札制度の評価項
目へ追加（※今後検討してい
く事項）

・木構造の施工が可能な県内
企業，技術者の情報入手が容
易になる

・これまで県外企業（大手）
が受注していた木造公共施設
の『設計』『施工』が地元企
業で実施され，地域経済への
波及効果も期待できる

・設計，施工者（企業・個
人）情報の入手が容易になる

・県内事業者にCLT等木構造
の建物の『設計』『施工』を
依頼しやすくなる
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宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会
≪目的≫
県内ではＣＬＴのJAS認定工場が誕生し，同時に当協議会による建築士等設計技術者の育成事業が進展

し，CLT建物の設計需要に対応する体制が整いつつある。一方，建築需要に関しては，県内建設業事業者
の施工経験は少なく，今後進む非住宅建築物の木造化への対応の遅れや技術者の不足が懸念されている。
そこで，県内のCLT等木構造の現場経験者を宮城県CLT等普及推進協議会が各種技術者として認定し，木
構造の施工・監督が可能な人材の育成・確保を図ることを目的とする。
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【認定後の支援策】

・協議会が各種研修会を開催し，
最新の技術や情報を提供

協議会員企業が県内の木造
建築現場の施工・監理等で相互
に連携し，より多くの技術者が
新たな施工経験を獲得，協議会
員に知見の共有を図り，全体の
技術力が向上

【認定欠格要件】
・3年以上協議会主催の研修会

等に参加しない場合等，欠格要
件を定め，名簿からの削除，認
定取り消し等の措置を検討



『みやぎ CLT等木構造建築現場実務者研修』実施要領 
 

平成３０年３月１９日   
                               協議会「幹事会」決定 

 
１ 目的 
宮城県内のＣＬＴ等を活用した非住宅木造建築物需要が増加する中，ＣＬＴ，ＬＶＬ

等の県産木製品を用いる木造建築の県内施工技術者は，大規模になるほど不足する傾向
にある。そこで，本実施要領に基づき県内の木造建築現場において現場研修会を実施す
ることで，実際の施工技術に関する経験を蓄積し，限られた施工現場の中で，より多く
の現場技術者を育成することを目的とする。 
なお，研修を受けた技術者は，別記様式「研修受講報告書」等により，自らが得た現

場経験等を当協議会内で情報共有し，協議会技術者全体の知見の向上を図るものとする。 
 
２ 研修の概要 
(1) 事前研修（研修前に実施）【１日（２時間程度）】 
現場の施工管理者から，施工計画書，材料（木製品），日報等現場管理に関する書類

を用いて各研修生へ事前研修を実施 
(2) 現場研修        【３日～７日程度（連続 or各日）】 
現場代理人又は監理建築士に同行し，木工事の施工状況，現場作業員や材料納入業者

への指示・施工技術や現場監理に関する注意点等を学ぶ 
(3) 事後研修        【各研修生】 
別添「研修受講報告書」を作成し，自らが得た知見等を協議会へ報告 

 

３ 応募資格 
宮城県 CLT 等普及推進協議会の企業会員及び研究機関会員に所属する学生（大学生，

大学院生 等）※ただし，応募と同時に当協議会へ入会する場合は応募可とする。 
・現場経験は不問。ただし，応募者多数の場合は，有資格者を優先 
・原則として，１会員から１名とし，定員に満たない場合のみ追加募集 
 
４ 応募方法  
「研修申込書」に必要事項を明記し，事務局（jimukyoku01@miyagi-clt.com）あてに

メール等で申し込む。 
  
６ 技術者の認定 

研修を受講し，様式６「みやぎ『木構造』現場技術者認定申請書」に様式１「研修受
講報告書」，様式２「履歴書」及び様式３，５，６を提出した研修生は，当協議会が「宮
城県 CLT等普及推進協議会「木構造」現場技術者育成・認定制度」の規定に基づき，各
技術者として認定する。 
 
７ 応募上の注意 
(1) 損害保険の加入 
当協議会が加入する。ただし，研修中に行った現場作業等，研修内容に違反した行為

による事故等については対象外となる。 
(2) 研修中の補償等 
現場技術者が研修に参加するために会員（企業，行政・研究機関等）が被る如何なる

不利益に関しても，宮城県 CLT等普及推進協議会は責任を負わないものとする。 
 
 


